
 

 
平成２９年度事業計画 

 
Ⅰ  活動の基本方針 
   一般社団法人として引き続き組織・財政の基盤の充実を図るとともに、事業活動においては
法人会の原点である「税」に関する活動並び単位会と連携のもと社会貢献活動に寄与し地域社
会との共生を図ることとする。 

  
Ⅱ  重 点 施 策   
 １．税の啓発活動・地域社会貢献活動の推進 
    地域社会貢献活動等、引き続き「公益性」をより一層高めることに留意し、本会・青年部

会・女性部会一体となり、その伸展をはかる。また、税の啓発活動の一環として「ｅ－ｔａ
ｘ」の普及・推進、地方税ポ－タルシステム（ｅＬＴＡＸ）の普及推進に努める。特に、ｅ
－ｔａｘを活用した法人税等の申告はもとより、ダイレクト納付、法定調書の提出、納税証
明書の交付請求におけるｅ－ｔａｘ利用拡大に、会員全力で取り組む。  

 
  ２．税制改正に対する提言・要望 
      日本経済の再生を図るための行財政改革はまだまだ必要である。そのための税制全般につ

いて会員の声を集約し、その意見を取りまとめ、全法連を通じ関係方面に強く提言要望して
いくとともに、県内各自治体に対しても継続提言を行う。本県の原発被害と復興の問題につ
いては、発生から６年を経過した今日でも風評被害が続いており、引き続き税制面から強く
要望を行うこととする。 

 
  ３．研修活動の充実 
      法人会活動の主要事業である研修活動は、会員の自己啓発を支援するための重要な事業で

ある。会員のニーズに応じた研修内容の充実強化と即応した開催を図り法人会の存在意義向
上に努める。また、より一層の公益性を高めるために一般市民をも含む研修会等の開催を県
内単位会を支援しつつ実施する。 

 
 ４．広報活動の推進 
     法人会のイメージアップ、知名度向上のための活動を積極的に展開するとともに、税の啓

発、地域社会や企業の発展に寄与する活動等、法人会の公益性を広く内外にアピールし、入
会促進にも繋がるような広報を展開する。その手段としては、広報紙の発行、ホームページ、
ポスターの利用、マスコミを使ったパブリシティの向上により宣伝効果を上げるものとする。
また、引き続き全法連統合プラットホームについても活用に向けて取り組むこととする。 

   
  ５．組織の拡充・強化 
    (1) 公益性拡大の観点から全法人の過半数の加入を達成することを当面の目標とし、そのた

めに今年度も前年度同様少なくとも前年末を超える会員数を目標とし、各単位会とも最
低でも１社以上の純増を目指す。 

  (2) 地域の枠を越えた会員増強運動を実施する。 
    (3)「会員増強月間」を９～１２月の４ヵ月とする。 
    
  ６．会員のための施策・会員メリットの一層の推進・ＰＲ  
      東北税理士会福島県支部連合会と提携し、県内金融機関の協力による「法人会・税理士会

パートナーロ－ン」の普及とともに、「ＰＥＴがん健診」並び「人間ドック」の一層の推進
をはかり法人会のメリットを会員に享受していただき、会員の加入並びに脱会防止の一策とする。 

 
 ７．福利厚生事業の一層の推進 
      法人会の福利厚生事業は会員の福利厚生に寄与するほか、法人会の財政基盤のより一層の

強化にも多大な貢献をするため受託会社と協力しつつその推進を図る。また、福利厚生制度
２年２万社純増運動の推進を図ることする。 

         
 ８．事務局の充実 
  (1) 全法連の定めた『単位会事務局充実のための指針』に基づいて充実を図るとともに、公 

益会計基準に基づいた適正な会計処理に努める。 
  (2) 個人情報保護法の施行を踏まえ、情報管理の徹底を図る。 
       
 
 
 
 



 

事 業 
継続事業１ 

税知識の普及、納税意識の高揚、税制並びに税務に関する調査研究並びに提言に関する事業  

①税務知識の普及、納税意識の高揚を目的とする事業 

（１）税の絵はがきコンクールの実施、支援活動 

（２）ホームページ、広報紙等による税情報の広報活動 

（３）ｅ－Ｔａｘ、ｅＬＴａｘの普及推進 

（４）企業の税務コンプライアンス向上のための自主点検チェックシートの活用と普及 

（５）社会保障・税番号（マイナンバー）制度の定着と適正な事務処理に向けた取組みへの支援 

 

②税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業 

（１）法人会全国大会による税制改正提言及び提言者の関係機関への提出並びに要望活動の実施 

（２）全国青年の集い、女性フォーラム全国大会の参加     

（３）税制セミナーの参加、研究 

（４）税制委員会の開催 

（５）福島県独自の税制要望活動の実施 

（６）税を考える週間新聞紙上広告の実施 

 

継続事業２ 
地域企業の健全な発展に資し、地域社会への貢献並びに法人会が行う税を巡る諸環境並びに地

域の経済社会環境の整備改善等の各種事業を支援する事業 

（１）青年部会連絡協議会公開講演会の実施 

（２）女性部会連絡協議会公開講演会の実施 

（３）インターネットセミナーの実施並びに単位会への支援事業 

（４）広報・研修合同委員会の開催 

（５）単位会への補助金事業実施 

 

継続事業３ 

 法人会の充実発展に資する事業 

（１）助成金事業事務委託 

 

共益事業 
 法人会会員の福利厚生の向上及び交流、情報交換等に資することを目的とする事業 

（１）組織・厚生合同委員会の開催 

（２）会員増強運動の推進 

（３）単位会の組織拡大・強化に関する協力 

（４）単位会の退会防止策に関する支援・協力 

（５）福利厚生制度受託会社の独自加入目標の設定・達成に対する協力 

（６）経営者大型総合保障制度の普及推進（大同生命・ＡＩＵ損害保険） 

（７）ビジネスガードの普及推進（ＡＩＵ損害保険） 

（８）がん保険制度の普及推進（ＡＦＬＡＣ） 

（９）青年部会連絡協議会研修会の開催 

（10）女性部会連絡協議会研修会の開催 

（11）青年部会・女性部会連絡協議会の充実推進  

（12）県税理士会との連絡協調 

（13）職員研修会・連絡会議開催 

（14）単位会婚活事業の情報提供並びにそのバックアップ 

  

収益事業 

（１）貸倒保証制度の実施（三井住友海上火災保険） 

（２）有料図書の斡旋 


